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 第１章  総  則 

 

１．１ 目 的                                       

この計画は、水防法（昭和 24 年法律第 193 号、以下「法」という。）第４条の規定に基づき、群馬県

知事（以下「知事」という。）から指定された指定水防管理団体たる館林地区消防組合が、法第 33 条第

１項の規定に基づき、群馬県水防計画に応じて管内河川の洪水等による水災を警戒し、防除し及びこ

れらによる被害を軽減するために、水防上必要な事項を定め水防活動の万全を期し、もって、公共の安

全を保持することを目的とする。 

 

１．２ 用語の定義                                     

主な水防用語の意義は次のとおりである。 

⑴ 水防管理団体 

水防の責任を有する市町村又は水防に関する事務を共同に処理する水防事務組合若しくは水害予

防組合をいう。（法第２条第２項） 

⑵ 指定水防管理団体 

水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体として知事が指定したものをいう。（法第４条） 

⑶ 水防管理者 

水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理者若しくは長若しくは水害予防組合の管

理者をいう。（法第２条第３項） 

⑷ 消防機関 

消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第９条に規定する消防の機関（消防本部、消防署及び消防

団）をいう。（法第２条第４項） 

⑸ 消防機関の長 

消防機関を置く市町村にあっては消防長を、消防本部を置かない市町村にあっては消防団の長を

いう。（法第２条第５項） 

⑹ 水防団 

法第６条に規定する水防団をいう。 

⑺ 量水標管理者 

量水標その他の水位観測施設の管理者をいう。（法第２条第７項、法第 10 条第３項） 

県の水防計画で定める量水標管理者は、県の水防計画で定めるところにより、水位を通報及び公

表しなければならない。（法第 12 条） 

⑻ 水防協力団体 

水防に関する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他法人でない団体で

あって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他

当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているもの

として水防管理者が指定した団体をいう。（法第 36 条第１項） 

⑼ 洪水予報河川 

国土交通大臣又は知事が、流域面積が大きい河川で、洪水等により国民経済上重大又は相当な損
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害が生じるおそれがあるものとして指定した河川。国土交通大臣又は知事は、洪水予報河川につい

て、気象庁長官と共同して、洪水のおそれの状況を基準地点の水位又は流量を示して洪水の予報等

を行う。（法第 10 条第２項、法第 11 条第１項、気象業務法（昭和 27 年法律第 165 号）第 14 条の２

第２項及び第３項） 

⑽ 水防警報 

国土交通大臣又は知事が、洪水等により国民経済上重大又は相当な損害が生じるおそれがあると

認めて指定した河川等（水防警報河川等）について、国土交通大臣又は知事が、洪水等によって災害

が起こるおそれがあるとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。（法第２条第８項、

法第 16 条） 

⑾ 水位周知河川 

国土交通大臣又は知事が、洪水予報河川以外の河川で洪水により国民経済上重大又は相当な損害

が生じるおそれがあるものとして指定した河川。国土交通大臣又は知事は、水位周知河川について、

当該河川の水位があらかじめ定めた氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）に達したとき、水位又は流

量を示して通知及び周知を行う。（法第 13 条） 

⑿ 水位到達情報 

水位到達情報とは、水位周知河川において、あらかじめ定めた氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）

への到達に関する情報のほか、水位周知河川においては氾濫注意水位（警戒水位）、避難判断水位へ

の到達情報及び氾濫発生情報のことをいう。 

⒀ 水防団待機水位（通報水位） 

量水標の設置されている地点ごとに知事が定める水位で、各水防機関が水防体制に入る水位（法

第 12 条第１項に規定される通報水位）をいう。水防管理者又は量水標管理者は、洪水等のおそれが

ある場合において、量水標等の示す水位が水防団待機水位（通報水位）を超えるときは、その水位の

状況を関係者に通報しなければならない。 

⒁ 氾濫注意水位（警戒水位） 

水防団待機水位（通報水位）を超える水位であって、洪水等による災害の発生を警戒すべきもの

として知事が定める水位（法第 12 条第２項に規定される警戒水位）をいう。水防団の出動の目安と

なる水位である。量水標管理者は、量水標等の示す水位が氾濫注意水位（警戒水位）を超えるとき

は、その水位の状況を公表しなければならない。 

⒂ 避難判断水位 

市町長の高齢者等避難発令の目安となる水位であり、住民の氾濫に関する情報への注意喚起とな

る水位。 

⒃ 氾濫危険水位 

洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫の起こるおそれがある水位をいう。市長の避難

情報の発令判断の目安となる水位である。水位周知河川においては、法第 13 条第１項及び第２項に

規定される洪水特別警戒水位に相当する。 

⒄ 氾濫開始相当水位 

ある河川の一連の区域で最も越水・溢水の可能性が高いと考えられる箇所において堤防天端高な

ど氾濫が開始する各箇所の水位を、その箇所を受け持つ基準水位観測所に換算した水位のこと。市

町長の緊急安全確保の発令判断の目安となる水位。 
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⒅ 重要水防箇所 

堤防の決壊、漏水、越水等の危険が予想される箇所であり、洪水等に際して水防上特に注意を要

する箇所をいう。 

⒆ 洪水浸水想定区域 

洪水予報河川及び水位周知河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防

止することにより、水災による被害の軽減を図るため、想定し得る最大規模の降雨により当該河川

において氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域として国土交通大臣又は知事が指定した区域

をいう。（法第 14 条） 

⒇ 浸水被害軽減区域 

  洪水浸水想定区域内で輪中堤防その他の帯状の盛土構造部が存する土地（その条項がこれに類す

るものとして国土交通省で定める土地を含む。）の区域であって浸水の拡大を抑制する効用があると

認められる区域として水防管理者が指定した区域をいう。（法第 15 条の６） 

 

１．３ 水防の責任等                                    

⑴ 水防管理団体の責任 

管轄区域内の水防を十分に果たすべき責任を有する。 

⑵ 居住者等の水防義務 

水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者は、水防管理者又は消防機関の長

により、出動を命ぜられた場合は直ちにこれに協力し、水防に従事しなければならない。 

 

１．４ 水防計画の作成及び変更                               

⑴ 水防計画の作成及び変更 

水防管理者は、毎年、県の水防計画に応じて、出水期前までに水防計画に検討を加え、必要がある

と認めるときは変更を行う。水防計画を変更（軽微なものを除く。）するときは、あらかじめ、水防

協議会に諮るとともに、知事に届け出るものとする。また、水防計画を変更したときは、その要旨を

公表するものとする。 

⑵ 水防協議会の設置 

消防組合は、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるために、水防協議会を置く

ものとする。 

水防協議会に関し比喩幼な事項は、法第 34 条に定めるもののほか、館林地区消防組合水防協議会

条例で定めるものとする。 

 

１．５ 安全配慮                                      

水防防活動に当たっては、活動環境及び活動内容を的確に把握し、それに適応した安全措置を講じ、

常に安全確保に努めなければならない。また、水防従事者は安全確保の基本が自己にあることを認識

するとともに、常に水防従事者相互が安全に配意し合い、危険防止に努めなければならない。 
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第２章  水防組織 

 

群馬県水防計画に基づき、知事より水防に関係のある気象についての予報及び警報等の通知により、

洪水の恐れがあると認めるとき、又は管理者自ら必要と認めるときは、直ちに館林地区消防組合消防

本部に水防本部を設置して、現地指導部長（館林土木事務所長）の指導の下、水防活動の円滑な実施を

期する。ただし、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）に基づき市町に災害対策本部が設置され

たときは、同本部と密接に連絡して、その事務を処理する。 

 

２．１ 館林地区消防組合（水防本部）における水防組織                    

 管理者は水防本部長となり、水防情報の収集及び伝達、各種の指令、統括的水防事務処理及び水防指

導にあたる。 

 

【水防本部組織図】 

 

            

 

            

 

   

         

 

           

 

              

                 

                 

                 

                 

水防本部長 

（管理者） 

副本部長 

（副管理者） 

現地指導部長 

水 防 長 

（消防長） 

副水防長 

（本部次長） 

総務班 館林水防団長 副水防団長 
第１分団～ 

第 10 分団 

警防班 板倉水防団長 副水防団長 
第１分団～ 

第５分団 

情報連絡班 明和水防団長 副水防団長 
第１分団～ 

第３分団 

通信班 千代田水防団長 副水防団長 
第１分団～ 

第２分団 

水防班 邑楽水防団長 副水防団長 
第１分団～ 

第３分団 

館林市総務部長・都市建設部長 

板倉町総務課長・都市建設課長 

明和町総務課長・都市建設課長 

千代田町総務課長・建設下水道課長 

邑楽町総務課長・建設環境課長 

消防本部警防課長 

館林土木事務所長 

水防長付 
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２．２ 事務分掌                                      

【水防本部組織表】 

職名 担当職 事務分掌 

水防本部長 管理者 水防本部の統括 

副本部長 副管理者 各町の統括 

 

部局長等 班名 班長名 事務分掌 

消防本部 消防長 

（水防長） 

総務班 消防本部 

総務課長 

１ 水害情報の広報に関すること 

２ 外部機関への職員の派遣に関すること 

３ 報道機関の対応に関すること 

４ 燃料、食料、飲料水及びその他の給与物資の調達供

給に関すること 

情 報 

連絡班 

消防本部 

予防課長 

１ 水害状況の収集に関すること 

２ ライフラインに関すること 

３ 危険物防止に関すること 

４ 調査に関すること 

５ 調査記録に関すること 

警防班 消防本部 

警防課長 

１ 水防本部に関すること 

２ 本部長及び現場指揮者の指揮命令伝達に関すること 

３ 消防相互応援協定等に関すること 

４ 救急医療情報及び傷病者の情報に関すること 

通信班 消防本部 

通信指令課長 

１ 人員等、非常招集に関すること 

２ 部隊の指令伝達に関すること 

３ 消防通信の統制運用に関すること 

４ 無線運用に関すること 

５ 防災ヘリ、ドクターヘリその他航空機に関すること 

６ 災害即報の作成に関すること 

水防班 各消防署長 １ 避難誘導及び警戒区域の設置に関すること 

２ 水防資器材に関すること 

３ 水防活動に関すること 

水防団長 水防班 分団長 １ 水防団の統括及び団員の指揮に関すること 

２ 避難誘導に関すること 

３ 水防活動に関すること 

 

２．３ 水防協力機関の組織                                 

災害対策基本法第７条に基づき指定された土地改良区は、自らの管理に係る樋門、水路等の水防対

策に必要なる組織を設け、防災に寄与しなければならない。 

指定土地改良区、所在地及び理事長名等は別表１のとおり 

ɐ別表１ 指定土地改良区一覧 

 

 


